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財政健全化に向けて

平成２７年度以降の地方交付税減少を見据え、財政健全化に向けた

取り組みを継続します。

○財政調整基金及び減債基金の確保

財政調整基金及び減債基金の平成２２年度末残高を次のとおり見込んでい

ます。将来の弾力的な財政運営と市債発行残高抑制のため、財政調整基金

及び減債基金の確保に努めます。

平成２３年度当初予算年 度 末 残 高

平成２１年度 取 崩 額平成２２年度(見込み)

１２億円 １２億１４７万５千円 １億７,０００万円財政調整基金

３億７,０４８万８千円 ６億７,０８９万１千円 １億円減 債 基 金

（参考）一般会計市債現在高の見込み

（ ） （ ）平成２１年度末 平成２２年度末 見込み 平成２３年度末 見込み

２５６億３,３９５万１千円 ２５８億１,７９６万８千円年度末現在高 ２４７億９５５万６千円

１９４億６,８１２万４千円 １９１億２,０４３万４千円うち臨時財政対策債を除く １９２億９,３７９万円

○市債発行限度額の設定と今後の対応

平成２３年度予算編成方針（平成２２年１０月２２日）において 「平成２７年度、

以降の美馬市財政運営指針」 に基づく、平成２３年度当初予算における市※１

債発行限度額 を設定しました。当初予算における限度額超過分については※２

次のとおり対応することとします。

…Ａ・市債発行限度額 ９億９,１２０万円※２

…Ｂ・当初予算市債計上額 １１億８,１１０万円※３

…Ａ－Ｂ・超過額 １億８,９９０万円

超過額について、後年度の公債費負担を軽減するため、早期に

繰上償還を行うよう調整します。

※１ 平成２７年度以降の美馬市財政運営指針

１．平成３２年度以降目指すべき「財政健全化目標」を次のとおり設定する。

(1) ３年以上連続して実質単年度収支の赤字を計上しない。

(2) 財政調整基金年度末残高を１０億円以上確保する。

(3) 実質公債費比率（単年度）を１０.０％未満に維持する。
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健全化法上の早期健全化基準を下回っていたとしても 「財政健全化目標」を達成でき、

、 。なかった場合には 速やかに歳入・歳出両面で目標達成に必要な措置を講ずるものとする

２．平成２７年度から平成３１年度までの５年間は、平成３２年度以降の「財政健全化目標」の達

成を念頭に置いた財政運営を基本としつつ、各年度の財源不足については最小限度の基金

取り崩し等により対応する。

３．このため、平成２６年度までについても、可能な限り基金を積み立てるとともに、毎年度の

市債発行限度額設定や合併特例債の有効活用による公共施設の統廃合等、平成３２年度以

降の「財政健全化目標」達成が可能となる事業展開を図るものとする。

※２，※３ 臨時財政対策債、災害復旧事業債及び合併特例債（基金積立分）を除く。


